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謁可~る日Ⅱ渓め一雷霧令測

番号 取決めの

相手国

取決め等の内容 施行期日 備 考

1 ドイツ 日本国内において就職する意図を有しない

Fイツ連邦共和国籍保有者に対し，有効な膜

イツ連邦共和国旅券の提示があれば，任意に

欲するだけの回数の入国を認められるところ

の1年間有効な入国査証を発給する。

昭29.3. 1

2 連合王国 表紙に「グレート・ブリテン及び北アイル

ランド連合王国」 「ジャージイ島」 「ガーンジ

イ島及び付属諸島j又は「香港」の文字が記

載された有効な旅券の所持者には， 日本国に

入国するための数次査証で，発給の日から1

2か月の間いかなる回数の旅行にも有効なも

のが付与されるものとする。

日本国政府は，個々の場合に必要と認める

ときには単一旅行の査証を付与する権利を保

有する。

昭32. 10. 1

3 マレーシア 次の者に対して，有効期間1年又は3年，

滞在期間15B(申請内容に応じて最大90B)

の数次査証を発給する。

マレーシア国内に居件するマレーシア人で

あって，非IC一般旅券を所持し，在留資格

｢短期滞在」に該当する全ての活動を行う目

的を有する，次のいずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での渡

航歴があり，その間法違反など，我が国に

おける入国・在留状況に問題の認められな

かつた者で，経費支弁の力を有するもの

イ■■■■■■■■■の有職者
ウイの者の配偶者及び子

平24.9. 1 平成24年9月旧から

平成27年8月3旧までの

間，試行的に実施

平成27年8月3旧から

本格運用に移行

平成29年1月3旧をも

って査証緩和措置終了

(査証免除措置が実施さ

れたため）

4 カナダ 1 一般数次

査証を取得することが要求される場合に

おいて査証が付与されるときは，発給の日

から12か月の期間内のいかなる回数の入

国についても有効であるものとする。

ただし， 日本国政府は，個々の場合にお

いて1回限りの入国について有効な査証を

付与する権利を保有する。

2外交・公用数次

次の者については，当該身分を保持する

限り3年の期間内のいかなる回数の入国に

ついても有効な数次入国査証を発給する。

(1) 日本国での勤務を命ぜられたカナダの

外交官及び領事官並びにその近親家族

(2) 日本国にあるカナダの外交使節団又は

領事使節団に勤務を命ぜられた事務，技

術及び役務職員並びにその近親家族

昭39.9.20

昭53.6. 15(改正）



第6編上陸審査

5 1賃ｲﾙﾗﾝ

6 ｜アメリカ



第6編上陸審査

l l l ｜ ’ ’l1 一

’
弓の期間内α

言効なものと

個々の場舎

7 アイスラン

ド

査証を取得することが要求される場合にお

いて査証が付与されるときは，発給の日から

12か月の期間内のいかなる回数の入国につ

いて有効であるとする。

ただし， 日本国政府は，個々の場合におい

て，一回限りの入国について有効な査証を付

与する権利を保有する。

昭41. 11.20

8 ブルガリア ブルガリア人民共和国外務省の口上書によ

り在ブルガリア日本国大使館に対して申請が

あったときは，在本邦ブルガリア人民共和国

大使館の館長及びその家族に対し，旅券所持

者力囎長又は家族としての地位を有する限り

有効である数次入国査証を付与する。

昭43.4. 1

9 オーストラ

リア

1 次に掲げる種別のいずれかに属するオー

ストラリア市民に関しては，査証は，その

発給の日から4年の間いかなる回数の入国

についても有効とする。

(1) 大使その他の外交官又は領事官及び

その近親家族

(2) その他の政府の公務員又は被用者及

びその近親家族

(3) 上記(1) , (2)に属する者に随行する

召使又は個人的使用人

(4) 日本国に赴任する会社の代表者又は

役員及びその近親家族

(5) 商用訪問者

2 日本国の関係法令に基づき観光又は通過

のため日本国に入国することを希望するオ

ーストラリア市民に関しては，査証は，そ

の発給の日から1年の間いかなる回数の入

国についても有効とする。

10 ニューージー

ランド

次に掲げる種別のいずれかに属するニュー

ジーランド市民に関しては，査証は，その発

給の日から3年の間日本国への数次の入国に

ついて有効であるものとする。

1 日本国に駐在することを任命された外交

官及び領事官並びにその近親家族

2 日本国にある外交使節団又は領事機関で

勤務することを任命された事務職員及び技

術職員並びにその近親家族

3 日本国に赴任する会社の代表者又は役員

及びその近親家族並びに商用訪問者

昭45.6. 15

昭51.7. 1(改正）
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12 メキシコ 有効な外交旅券又は公用旅券を所持するメ

キシコ国民に対し，発給の日から1年の間日

本国への数次の入国について有効な査証を発

給する。

昭47.4. 10

13 フランス 1 次に掲げる種別のいずれかに属するフラ

ンス国民は，その発給の日から4ヶ年の期

間いかなる回数の入国についても有効な査

証を取得する。

(1) 日本国に赴任する会社の代表者及び役

員並びにその近親家族

(2) 日本国で取材活動に従事するため同国

に駐在することを命じられた新聞,雑誌，

ラジオ又はテレビジョンの記者及びこれ

を補助する技術者並びにその近親家族

2上記1に掲げる種別に属さず，かつ， 日

本国において就職し， 自由職業若しくは他

の生業(報酬を目的とする芸能及びスポー

ツを含む｡）を営み，又は永住する意図を

もたないフランス国民は，その発給の日か

ら ， 1ヶ年の期間いかなる回数の入国につ

いても有効な査証を取得する。

昭48.6. 1

14 チェコ

。
ｅ
ひ
。

1 チェコ国民であって，チェコ共和国外務

省が発給した有効な外交又は公用旅券を所

持しチェコ共和国政府の外交若しくは領事

の任務又は公用の用務の目的で日本国に入

国することを希望するもの及びそのような

旅券を所持し当該チェコ国民の家族の構成

員でその世帯に属するものは，その滞在期

間のいかんを問わず，査証を取得すること

なく日本国に入国することができる。

2チェコ外務省が発給した有効な外交又は

公用旅券を所持するチェコ国民であって，

上記1にいう目的以外の目的で継続して9

0日を超えない期間滞在する意図をもって

日本国に入国することを希望するものは査

証を取得することなく日本国に入国するこ

とができる。

3上記2の査証の要件の免除は，就職し，

永住し， 自由職業若しくは他の生業を営み

又は報酬を得る目的で芸能（スポーツを含

む）に従事する意図をもって日本に入国す

ることを希望するチェコ国民には適用され

ない 。

昭59. 1. 1 チェコスロバキア社会

主義人民共和国との取

決めを継承
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2次に該当する者に対して,有効期間6月，

滞在期間15B, 30日又は90日の2回有効な

査証を発給する。

ロシア国民であって, IC一般旅券又は

MRPの一般旅券を所持し，在留資格「短

期滞在」に該当する全ての活動を行う目的

に該当する者。

3次に該当する者に対して，有効期間最長

5年,滞在期間90日の数次査証を発給する。

（1）商用目的の者

令元.9. 1(改正） 9については在ロシア

公館のみ取扱い。

次のいずれかの要件を満たす者

ア国公営企業の常勤者

イ株式上場の企業（第三国・地域の株

式市場上場企業を含む）の常勤者

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会（各都市の日本商工会クラブ等を含

む）の会員企業であり，かつ，本邦に

経営基盤又は連絡先を有する日系企業

（駐在員事務所を含む）の常勤者

工本邦， ロシア国又は第三国・地域の

株式上場企業が出資している合弁企

業，子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上，又は過去3年

間に10回以上の日本への商用目的で渡

航歴がある有職者

キ8項目の「協力プラン」に関与する

露企業等の常勤者(具体的には以下(ｱ）

～(ｳ）

（ｱ） 「日露プロジェクト・リスト」（日

本側経済産業省と露側経済発展省が

管理し， 8項目の「協力プラン」の

各プロジェクトやプロジェクトに関

与する日露企業等をリスト化したも

の）に掲載された露企業及び研究機

関等の常勤者。

（ｲ）過去に「日露プロジェクト・リス

ト」に掲載された露企業及び研究機

関等の常勤者及び，将来的に「日露

プロジェクト・リスト」への掲赦が

明白で，開始されて間もないプロジ

ェクトに関与している露企業及び研

究機関等の常勤者。

（ｳ）過去に8項目の「協力プラン」の

第3項（日露中小企業の交流と協力

の抜本的拡大）及び第5項（ロシア

産業の多様化促進と生産性向上）の

分野で， 日本側外務省又は経済産業
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省が主導する訪日研修に参加した経

験を有する露企業関係者。

クその他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

（2）文化人。知識人等

次のいずれかに該当する者

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踊等の芸術家，

又は人文科学(文学,法律,経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁護士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人等の国家資格・国際資格

及び医師の国家資格保有者であって，

現に当該職業に従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

’(3）

｜ － ｜
（4）上記（1） ， （2）， （3）に該当する者

の配偶者及び子

4次に該当する者に対して，有効期間最長

5年，滞在期間30日又は15日の数次査証を

発給する。

（1）親族訪問の者

次のいずれかの要件を満たす者

ア過去3年間に我が国への｢短期滞在」

での渡航歴があり，渡航費用支弁能

力を有する者

イ ｜－‐ 、 |の有職者
ウ

－｜
（2）上記(1)に該当する者の配偶者及び

子

5次に該当する者に対して，有効期間3年，

滞在期間最大30日の数次査証を発給する。

（1）観光目的の者

次のいずれかの要件を満たす者

ア過去3年間に我が国への｢短期滞在」

での渡航歴があり，渡航費用支弁能力

を有する者

イ ’ 二E Iの有瞳者 - |ウ ’
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■■■■■
（2）上記（1）に該当する者の配偶者及び

子

6次に該当する者に対して，有効期間3年，

滞在期間最大90日の数次査証を発給する。

（1）商業活動を行う目的で派遣される者及

び商業団体の代表者

（2）教育的，科学的,芸術的その他の文化

活動に参加する者

（3）国際的なスポーツの行事に参加する者

及び専門家の資格でその者に同行する者

（4）個別の事案の取材活動に従事するため

に短期間渡航する報道機関関係者

（5）姉妹都市の間の公式の交流計画に参加

する者

（6）本邦に中長期滞在しているロシア人の

配偶者及び21歳未満の子

7通過査証として,有効期間4月,滞在予定

期間3日の2回有効な査証を発給する。

8 ロシア連邦において業務を行っている信

頼性のある旅行会社が企画する団体観光パ

ッケージツアーを利用するロシア人であっ

て，以下の要件を満たす者に対して，有効

期間3か月，滞在期間15日又は30日の

一次査証を発給する。

(1)ツアーの条件

ア現地の旅行会社（下記（2）参照）

が企画，募集及び実施する団体観光パ

ッケージツアーであること。添乗員が

同行することが望ましいが，必ずしも

必要としない。

イ参加人数は原則3名以上であるこ

と。

ウ本邦滞在期間が30日以内であるこ

と。

工本邦入国から出国までの航空券及び

宿泊先並びに移動がある場合には移動

手段（国内線航空機，鉄道，パス又は

フェリー等）が手配済みであること。

（2）現地旅行会社の条件

ア旅行会社としてロシア連邦の権限の

ある当局の許可を受けており，海外旅

行の取扱いを許可されていること。

イ次の（ア）又は（イ）のいずれかに

該当すること。

（ア）現地旅行会社であって， 日本の旅

行業法に基づく第1種旅行業登録業

者として3年以上の海外旅行の取扱

実績のある本社又は親会社を有する



第6縞上陸審査

日系企業であること。

（イ）現地の旅行会社であって，現地で

海外旅行を取り扱う旅行会社として

3年以上の営業実績を有し，訪日観

光の業務実績があること。

9 1CAO標準のMRP又はIC一般旅券

を所持するロシア国民であり， ロシア連邦

国内に所在する以下の大学又は高等教育機

関に在籍する学部生・院生及び卒業後3年

以内の卒業生(その配偶者及び子は対象外）

に対して，有効期間3月，滞在期間15日

又は30日の一次査証を発給する。

（1）ロシア連邦教育科学省又は州によって

認定された教育プログラムに従って教育活

動を実施する教育機関として公表している

大学及び高等教育機関455校（一部下記

（2）と重複あり)。

（2） 「日本及びロシア連邦の高等教育機関

協会（日露大学協力)」所属の21大学，

高等教育機関(一部上記（1）と重複あり)。

1 次に該当する者は有効期間1年，滞在期

間15日の数次査証を発給する。

観光，商用，スポーツその他短期滞在を

目的として，収入を伴う事業を運営する活

動又は報酬を得る活動以外の活動のために

日本国に滞在しようとする者

2次に該当する者は有効期間3年，滞在期

間15日の数次査証を発給する。

(1)過去1年間に訪日歴があり，その際出

入国管理及び難民認定法をはじめとする

全ての我が国法令の違反がなかった者

（2）上場企業の幹部職員（課長職以上）と

同等額以上の所得を得ている非上場企業

の正社員

3次の者に対しては，有効期間5年，滞在

期間90日の数次査証を発給する。

(1)大学の教授及び識師並びに小・中・高

校の教師（名誉教授及び非常勤の教授，

講師及び教師も含む）

（2）国・公立の研究所，国・公・私立の美

術館，博物館の常勤職員

（3）国・公立図書館の常勤職員

（4）閣僚経験者，国会議員，国会議員経験

者，国家・地方公務員，公益法人の理事

及び中央省庁で課長以上の職にあった者

（5）信用度の高い企業等の常勤職員

例えば次の企業が該当する。

ア国営企業

イ株式市場上場企業

l6 1韓国 昭44.2. 10

平10.7. 1(改正）
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ウ本邦上場企業が出資している合弁企

業

工その他在外公館長が信用度が高いと

判断する企業等

(6)学術院会員，学術院会員その他国際

的に著名な又は相当程度の業績が認め

られる作曲家，作詞家，画家，映画監

督等の芸術家

(7)元特別永住者

(8)

17
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香港特別行政区発行のDOCUMENTOFIDENTI
TYFORVISAPURPOSES(以下『香港DI」と
いう｡）又はIC香港DIを所持し，在留資格
「短期滞在」に該当する全ての活動を行う
目的を有する,次のいずれかに該当する者。
ただし， 1回目の訪日については，親族・
知人訪問，観光を主たる渡航目的とするも
のではないこと（下記（4）の者を除く）

(I)商用目的の者(IT技術者（注))を含
む｡）
ア国公営企業の常勤者
イ株式上場企業（第三国・地域の株式
市場上場企業を含む）の常勤者
ウ大使館・領事館がある都市に所在す
る日系企業商工会（各都市の日本商工
クラブ等を含む）の会員企業であり，
かつ，本邦に経営基盤又は連絡先を有
する日系企業（駐在員事務所を含む）
の常勤者
工株式上場企業（日本及び第三国・地
域を含む）が出資している合併企業，
子会社，支店等の常勤者
オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引
実績がある企業の常勤者
力過去1年間に3回以上の日本への商
用目的での渡航歴がある有識者
キ過去3年間に10回以上の日本への
商用目的での渡航歴がある有職者
(2)文化人・知識人等
ア相当程度の業績が認められる,美術，
文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又
は人文科学（文学，法律，経済学等)，
自然科学（理学，工学，医学等）の研
究者
イ弁護士，公認会計士，弁理士，司法
書士，公証人，医師の国家資格・国際
資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者
ウ相当程度の業績が認められるアマチ
ュア・スポーツ選手
工大学の講師以上の職にある者（常勤
者に限る）
オ国公立の研究所及び国公立の美術
館，博物館，図書館の課長職以上の者
力国会議員，国家公務員，地方議会議
員，地方公務員

（

(4)上記(1), (2), (3)に該当する者の配
偶者及び／又は子

(注)IT技術者とは，電子計算機を利用して情
報の処理を効率化する技術を有する者で，
電子計算機やインターネットを支える機器
類やソフトウェアの技術,システムの開発，
保守，運用などの情報処理の専門家等のこ
と
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首に刃しL 何角

胡間90日の数ン

Lロフー‐◎

国籍欄に「CHINESE」と記載のあ
又はIC香港DIを所持し，在留資粍
帯在」に該当するすべての活動を症
争右･才系賑のいず荊允Z夛診当君-〆

|過去d年間に我が国への短期滞在て0

渡航歴かありその間我が国国内法令I
違反するなと我が国における入国7
留状況に問題の認められなかった者て3
って，渡航経費支弁 る
「 な’

汐 ス

刀のg削禺＝魁

ベトナム の者に対して，有効期置

措在期間15日の数次沓；

平成Zb年7月1回

平成28年6月30日彗

閉，試行的に実施

平成26年9月30E

本格掘用に移行

る。

型内に居任す

C一般旅券叉 ？の一冊

18 タイ 次叩有爬刈し~L,伺釧期間」牛Xほる牛，

滞在期間15B(申請内容に応じて最大90B)

の数次査証を発給する。

タイ国内に居住するタイ人であって， 一般

旅券を所持し，在留資格「短期滞在」に該当

する全ての活動を行う目的を有する，次のい

ずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での渡

航歴があり，その間法違反など，我が国に

おける入国・在留状況に問題の認められな

かつた者で，経費支弁能力を有するもの

イ■■■■■■■■■の有職者
ウイの者の配偶者及び子

平24.6. 1 平成24年6月旧から平

成27年5月31日までの

間，試行的に実施

平成27年5月3旧から

本格運用に移行

※ IC一般旅券所持

者で15日以内の滞在

を希望する者に対し

ては，査証免除を実

施している。

19 インドネシ

ア

次の者に対して，有効期間1年又は3年，

滞在期間15日（申請内容に応じて最大30日）

の数次査証を発給する。

インドネシア国内に居住するインドネシア

人であって, IC一般旅券又はMRPの一般

旅券を所持し，在留資格「短期滞在」に該当

する全ての活動を行う目的を有する，次のい

ずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での渡

航歴があり，その間法違反など，我が国に

おける入国・在留状況に問題の認められな

かつた者で，経費支弁の力を有するもの

イ■■■■■■■■■の有職者
ウイの者の配偶者及び子

平24.9. 1

平25.7. 1

(改正）

平成24年9月1日から

平成27年8月3旧までの

間，試行的に実施

平成26年9月30日から

本格運用に移行
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旅券を所持し，在留資格「短期滞在」に

該当する全ての活動を行う目的を有する，

次のいずれかに該当する者

(1) 過去3年間に我が国への短期滞在で

の複数回の渡航歴があり，その間に我

が国国内法令に違反するなど，我が国

における入国・在留状況に問題の認め

られなかった者で，経費支弁能力を有

するもの

(2) ｜ ‐ Iの有職者
(3) (2)の者の配偶者及び子

次の者に対して，有効期間1年， 3年，

5年又は10年，滞在期間15日， 30日

又は90日の数次査証を発給する。

(1)商用目的の者

ア国公営企業の常勤者

イ株式市場上場企業（第三国・地域の

株式市場上場企業を含む）の常勤者

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

エ本邦ベトナム国又は第三国・地域

の株式上場企業が出資している合併企

業，子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力その他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

キ過去3年間に日本へ商用目的での渡

航歴があり，かつ，過去3年間にG7

（日本を除く）へ短期滞在での複数回の

渡航歴がある有職者

ク過去3年間に日本へ商用目的での3

回以上の渡航歴がある有職者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業綴が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家，

又は人文科学(文学,法律,経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁護士，公認会計士，弁理士， 司法

書士，公証人，医師の国家資格，国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

エ大学の講師以上の職にある者（常勤

2
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者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3)

平25.7. l

平30.8. 1(改正）

平成25年7月旧から

平成28年6月30日までの

間，試行的に実施

平成26年9月30日から

本格運用に移行
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ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3) ｜
■ ｜
(4)上記(1) , (2) , (3)に該当する者の配

偶者及び／又は子

アラブ首長

国連邦

次の者に対して，有効期間3年，滞在期間

90日の数次査証を発給する。

アラブ首長国連邦内に居住するアラブ首長

国連邦人であって，一般旅券を所持し，在留

資格「短期滞在」に該当する全ての活動を行

う目的を有する，次のいずれかに該当する者

ア 「一定の経済力」 （｜ ’

平成25年10月15日か

ら平成28年10月14日ま

での間，試行的に実施

平成28年10月14日か

ら本格運用に移行

平25. 10. 1522

’ を有すること）

を有する者で，不法就労や不法残留等我が

国法令に違反するおそれがないと認められ

る者

イアの者の配偶者及び子

カンボジア 次の者に対して，有効期間1年又は3年，

滞在期間15日の数次査証を発給する。

カンボジア国内に居住するカンボジア人で

あって, IC一般旅券又はMRPの一般旅券

を所持し，在留資格「短期滞在」に該当する

全ての活動を行う目的を有する，次のいずれ

かに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での複

数回の渡航歴があり，その間に我が国国内

法令に違反するなど，我が国における入国

・在留状況に問題の認められなかった者

で，経費支弁能力を有するもの

イ ’ ｜の有職者
ウイの者の配偶者及び子

23 平25. 11. 18 平成25年11月18日か

ら平成28年11月17日ま

での間，試行的に実施

平成28年11月17日か

ら本格運用に移行

24 ラオス 1 次の者に対して,有効期間1年又は3年，
滞在期間15日の数次査証を発給する。

｜ ラオス国内に居住するラオス人であつ

て, IC一般旅券又はMRPの一般旅券を
所持し，在留資格｢短期滞在」に該当する

全ての活動を行う目的を有する，次のいず

れかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での

平25. 11. 18

令元.8. 1(改正）

平成25年11月18日か

ら平成28年11月17日ま

での間，試行的に実施

平成28年11月17日か

ら本格運用に移行
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複数回の渡航歴があり，その間に我が国

国内法令に違反するなど，我が国におけ

る入国・在留状況に問題の認められなか

った者で，経費支弁能力を有するもの

イ■■■■■■■■■の有職者
ウイの者の配偶者及び子

ラオス国民であって,一般旅券を所持し，

在留資格「短期滞在」に該当する全ての活

動を行う目的を有する，次のいずれかに該

当する者に対して，有効期間1年， 3年，

又は5年，滞在期間15日， 30日又は9

0日の数次査証を発給する。

(l) 商用目的の者

ア国公営企業の常勤者

イ株式上場企業（第三国・地域の株式

市場上場企業を含む）の常勤者

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

工本邦， ラオス国又は第三国・地域の

株式上場企業が出資している合併企

業，子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実頴がある企業の常勤者

力その他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

キ過去1年間に3回以上，又は過去3

年間に10回以上の日本への商用目的

での渡航歴がある有職者

(2) 文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁護士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

2



第6編上陸審査

(3)

(4) 上記(1) ， (2) ， (3)に該当する者の

配偶者及び／又は子

パプアニュ

ーギニア

平成25年11月25日か

ら次回（平成27年5月21

日）の太平洋・島サミ

ットの開催までの間，

試行的に実施

平成27年5月21日から

本格運用に移行

平25. 11.25

平30.8. 1 (改正）

25

回以上の渡航歴があり，その間に我が国国

内法令に違反するなど，我が国における入

国・在留状況に問題の認められなかった者

で，経費支弁能力を有するもの

イ 「一定の経済力」 （

を有すること）を又

有する者で，不法就労や不法残留等我が国

法令に違反するおそれがないと認められる

者

ウイの者の配偶者及び子

平26. 1. 15 平成26年1月15日から

平成29年1月14日までの

間，試行的に実施

平成29年1月14日から

本格運用に移行

26 ミャンマー

全ての活動を行う目的を有する，次のいずれ

かに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での複

数回の渡航歴があり，その間に我が国国内

法令に違反するなど，我が国における入国

･在留状況に問題の認められなかった者

で，経費支弁能力を有するもの

の有職者イ

ウイの者の配偶者及び子

27 インド 1 次の者に対して，有効期間1年， 3年又

は5年，滞在期間は90日の数次査証を発

， 給する。
’’ インド国民であって, IC一般旅券又は
| MRPの一般旅券を所持し，在留資格「短

｜ 期滞在」に該当する全ての活動を行う目的
を有する，次のいずれかに該当する者

(1) 過去3年間に我が国への短期滞在で

の渡航歴を2回以上有する者

（2） 過去3年間に我が国への短期滞在で

の渡航歴があり，支弁能力を有するも

の

（3） 過去3年間に我が国への短期滞在

平26.7. 3

平28. 1. 11

平28.2. 15

(改正）

平30. 1. 1

(改正）

平31. 1. 1

(改正）

平成26年7月3日から

平成29年7月2日までの

間，試行的に実施

平成28年1月11日から

本格運用に移行

平成30年1月1日から

1年ごとに検証を実施

fら ゞ目開椴,堅 、

十.｡■

Ⅱ■}
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での渡航歴があり，過去3年間にG7

（日本を除く）ヘの短期滞在での渡航

歴が2回以上あるもの
、 00

(4)

■■を有する者
(5) (4)の者の配偶者及び子

次の者に対して，有効期間1年， 3年，

5年又は10年，滞在期間15日， 30日

又は90日の数次査証を発給する。

(1)商用目的の者

ア国公営企業の常勤者

イ株式市場上場企業（第三国・地域の

株式市場上場企業を含む）の常勤者

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

工本邦，インド国又は第三国・地域の

株式上場企業が出資している合併企

業，子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力その他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

キ過去3年間に日本へ商用目的での渡

航歴があり，かつ，過去3年間にG7

（日本を除く）へ短期滞在での複数回

の渡航歴がある有職者

ク過去3年間に日本へ商用目的での3

回以上の渡航歴がある有職者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁護士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

2
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堀程 卜認める者

胡間1年，
30円又

ゴの蕊

，〃

’ ’ ’
キルギス LZ8． 1． Zb

zｿ9-6. 月（劃しL，股肌0

間．滞存期階

28 ブラジル 次の者に対して，有効期間1年又は3年，

滞在期間15日

証を発給する。

9 30日又は90日の数次査

ブラジル国民であって, IC一般旅券又は

MRPの一般旅券を所持し，在留資格「短期

滞在」に該当する全ての活動を行う目的を有

する者で，滞在期間に応じて次の要件に該当

する者

1滞在期間30日又は90日

次のいずれかに該当する者

ア十分な経済力■■■■■■■■■■■■
を有する有職者

イ上記アの配偶者及び子

2滞在期間15日

次のいずれかに該当する者

ア十分な経済力■■■■■■■■■■■■
を有する有職者

イ過去3年間に我が国への短期滞在で

の渡航歴があり，渡航費用支弁能力を

有する者

ウ上記アの配偶者及び子

改正）

改正）

５
く
く

１
２
１

６
２
２

７
８
９

２
２
２

平
平
平

平成28年1月20日から

3年間の試行期間を設

け
施

， 1年ごとに検証を実

29 モンゴル 次の者に対して，有効期間1年又は3年，

滞在期間15日の数次査証を発給する。

モンゴル国民であって, IC一般旅券又は

MRPの一般旅券を所持し，在留資格「短期

滞在」に該当する全ての活動を行う目的を有

する，次のいずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での渡

航歴があり，その間に我が国国内法令に違

反するなど，我が国における入国・在留状

況に問題の認められなかった者で，経費支

弁能力を有するもの

イ十分な経済力■■■■■■■■■■■■を
有する有職者

ウイの者の配偶者及び子

平27.8. 10 平成27年8月10日から

平成30年8月9日までの

間，試行的に実施

平成30年8月10日から

本格運用に移行
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90日又はDURINGMISSIONの数次査証を発

給する。

ア赴任者DURINGMISSION

イ－時来訪者 15日， 30日又は90

日

公用数次

次の者に対して，渡航の目的に応じて，

有効期間1年間,滞在期間15日， 30日，

3月， 1年， 3年又は5年の数次査証を発

給する。

ア赴任者1年， 3年又は5年

イ－時来訪者 15B, 30日又は3月

一般数次

次の者に対して，有効期間1年， 3年又

は5年，滞在期間90日の数次査証を発給

する。

キルギス国民であって, IC一般旅券又

はMRPの一般旅券を所持し,在留資格｢短

期滞在」に該当する全ての活動を行う目的

を有する，次のいずれかに該当する者

(1)商用目的の者

ア国公営企業の常勤者

イ株式上場企業（第三国・地域の株式

市場上場企業を含む）の常勤者 ・

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

工本邦，キルギス国又は第三国・地域

の株式上場企業が出資している合併企

業，子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上，又は10回

以上の日本への商用目的での渡航歴が

ある有職者

キその他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁護士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

‐

2

3
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ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3)

■■■■
(4)上記(1), (2), (3)に該当する者の配

偶者及び／又は子

31 タジキスタ1 外交数次

ン 次の者に対して，渡航の目的に応じて，

有効期間1年間,滞在期間15日，30日，

90日又はDURINGMISSIONの数次査証を発

給する。

ア赴任者DUIRINGMISSION

イ－時来訪者 15日， 30日又は90

日

2公用数次

次の者に対して，渡航の目的に応じて，

有効期間1年間,滞在期間15B,30B,

3月， 1年， 3年又は5年の数次査証を発

給する。

ア赴任者 1年， 3年又は5年

イ－時来訪者 15日， 30日又は90

日

3 一般数次

次の者に対して，有効期間1年， 3年又

は5年，滞在期間90日の数次査証を発給

する。

タジキスタン国民であって, IC一般旅

券又はMRPの一般旅券を所持し，在留資

格「短期滞在」に該当する全ての活動を行

う目的を有する，次のいずれかに該当する

者

(1)商用目的の者

ア国公営企業の常勤者

イ株式上場企業（第三国・地域の株式

市場上場企業を含む）の常勤者

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

工本邦，タジキスタン国又は第三国・

地域の株式上場企業が出資している合

平28. 1.25

平29.6.5(改正）
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併企業，子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上，又は10回

以上の日本への商用目的での渡航歴が

ある有職者

キその他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁誕士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3)

■■■■
(4)上記(1), (2) , (3)に該当する者の配

偶者及び／又は子

カタール 次の者に対して，有効期間3年，滞在期間

90日の数次査証を発給する。

カタール国民であって, IC一般旅券又は

MRPの一般旅券を所持し，在留資格「短期

滞在」に該当する全ての活動を行う目的を有

する，次のいずれかに該当する者

ア十分な経済力■■■■■■■■■■■■を
有する有職者

イアの者の配偶者及び／又は子

32 平28. 10.3

33 ウズベキス 次の者に対して，有効期間1年， 3年又は平29.6.5

タン 5年,滞在期間90日の数次査証を発給する。

ウズペキスタン国民であって, IC一般旅

券又はMRPの一般旅券を所持し，在留資格

「短期滞在」に該当する全ての活動を行う目

的を有する，次のいずれかに該当する者

(1)商用目的の者

ア国公営企業の常勤者
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イ株式上場企業（第三国・地域の株式

市場上場企業を含む）の常勤者

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

工本邦， ウズベキスタン国又は第三国

・地域の株式上場企業が出資している

合併企業子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上，又は10回

以上の日本への商用目的での渡航歴が

ある有職者

キその他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁護士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

エ大学の誰師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

別
■

ｒ
Ｊ
ｌ

■■■■■

(4)上記(1) , (2) , (3)に該当する者の配

偶者及び／又は子

34 カザフスタ次の者に対して，有効期間1年， 3年又は平29. 6.5

ン 5年,滞在期間90日の数次査証を発給する。

カザフスタン国民であって, IC一般旅券

又はMRPの一般旅券を所持し,在留資格｢短

期滞在」に該当する全ての活動を行う目的を

有する，次のいずれかに該当する者

(1)商用目的の者

ア国公営企業の常勤者

イ株式上場企業（第三国・地域の株式

市場上場企業を含む）の常勤者
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ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

工本邦，カザフスタン国又は第三国・

地域の株式上場企業が出資している合

併企業，子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上，又は10回

以上の日本への商用目的での渡航歴が

ある有職者

キその他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁魍士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3)
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の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

エ本邦， トルクメニスタン国又は第三

国・地域の株式上場企業が出資してい

る合併企業，子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上，又は10回

以上の日本への商用目的での渡航歴が

ある有職者

キその他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁護士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

エ大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

川
■
１

I

I

(4)上記(1) , (2) , (3)に該当する者の配

’ 偶者及び／又は子

36 ジョージ1 次の者に対して，有効期間1年, 3年又

ア は5年，滞在期間90日の数次査証を発給

する。

ジョージア国民であって, IC一般旅券

又はMRPの一般旅券を所持し，在留資格

「短期滞在」に該当する全ての活動を行う

目的を有する，次のいずれかに該当する者

(1)商用目的の者

ア国公営企業の常勤者

イ株式上場企業（第三国・地域の株式

市場上場企業を含む）の常勤者

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

平29.6. 5(改正）

平30. 10. 2(改正）
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基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

工本邦，ジョージア国又は第三国・地

域の株式上場企業が出資している合併

企業，子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上，又は10回

以上の日本への商用目的での渡航歴が

ある有職者

キその他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁護士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業繍が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の識師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員地方公務員

(3)

■■■■
(4)上記(1), (2), (3)に該当する者の配

偶者及び／又は子

次の者に対して,有効期間1年又は3年，

滞在期間30日の数次査証を発給する。

ジョージア国民であって, IC一般旅券

又はMRPの一般旅券を所持し，在留資格

「短期滞在」に該当する全ての活動を行う

目的を有する，次のいずれかに該当する者

(l)親族・知人訪問又は観光目的の者

ア過去3年間に我が国への短期滞在で

の渡航歴があり，その間に我が国国内

法令に違反するなど，我が国における

入国・在留状況に問題の認められなか

った者で，経費支弁能力を有するもの

イ■■■■■■■■■の有職者
(2)上記(1)に該当する者の配偶者及び／又

は子

2
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37 アルメニ1 次の者に対して，有効期間1年， 3年又

ア は5年，滞在期間90日の数次査証を発給

する。

アルメニア国民であって, IC一般旅券

又はMRPの一般旅券を所持し，在留資格

「短期滞在」に該当する全ての活動を行う

目的を有する，次のいずれかに該当する者

(1)商用目的の者

ア国公営企業の常勤者

イ株式上場企業（第三国・地域の株式

市場上場企業を含む）の常勤者

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

工本邦，アルメニア国又は第三国・地

域の株式上場企業が出資している合併

企業，子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上，又は10回

以上の日本への商用目的での渡航歴が

ある有職者

キその他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，淡劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁護士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の識師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方識会議

員，地方公務員

平29.9. 1(改正）

平30. 10.2(改正）

(3)

■■■■
(4)上記(1), (2), (3)に該当する者の配

偶者及び／又は子
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2次の者に対して,有効期間1年又は3年，

滞在期間30日の数次査証を発給する。

アルメニア国民であって, IC一般旅券

又はMRPの一般旅券を所持し，在留資格

「短期滞在」に該当する全ての活動を行う

目的を有する，次のいずれかに該当する者

(1)親族・知人訪問又は観光目的の者

ア過去3年間に我が国への短期滞在で

の渡航歴があり，その間に我が国国内

法令に違反するなど，我が国における

入国・在留状況に問題の認められなか

った者で，経費支弁能力を有するもの

イ■■■■■■■－~ >有職者
(2)上記(1)に該当する者の配偶者及び／又

は子

38 アゼルバ1 次の者に対して，有効期間1年， 3年又

イジヤン は5年，滞在期間90日の数次査証を発給

する。

アゼルバイジャン国民であって, IC一

般旅券又はMRPの一般旅券を所持し，在

留資格「短期滞在」に該当する全ての活動

を行う目的を有する，次のいずれかに該当

する者

(1)商用目的の者

ア国公営企業の常勤者

イ株式上場企業（第三国・地域の株式

市場上場企業を含む）の常勤者

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

工本邦，アゼルバイジャン国又は第三

国・地域の株式上場企業が出資してい

る合併企業，子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上，又は10回

以上の日本への商用目的での渡航歴が

ある有職者

キその他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

平29. 12. 1(改正）

平30. 10.2(改正）
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イ弁護士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会識

員，地方公務員

(3)

■■■■
(4)上記(1), (2), 13)に該当する者の配

偶者及び／又は子

2次の者に対して,有効期間1年又は3年，

滞在期間30日の数次査証を発給する。

アゼルバイジャン国民であって, IC一

般旅券又はMRPの一般旅券を所持し，在

留資格「短期滞在」に該当する全ての活動

を行う目的を有する，次のいずれかに該当

する者

(I)親族・知人訪問又は観光目的の者

ア過去3年間に我が国への短期滞在で

の渡航歴があり，その間に我が国国内

法令に違反するなど，我が国における

入国・在留状況に問題の認められなか

った者で，経費支弁能力を有するもの

イ■■■■■■■■■の有職者
(2)上記(1)に該当する者の配偶者及びｿ又

は子

39 ウクライ1次の者に対して，有効期間1年， 3年又平30. l. 1

ナ は5年，滞在期間90日の数次査証を発給

する。

ウクライナ国民であって, IC一般旅券

又はMRPの一般旅券を所持し，在留資格

「短期滞在」に該当する全ての活動を行う

目的を有する，次のいずれかに該当する者

(l)商用目的の者

ア国公営企業の常勤者

イ株式上場企業（第三国・地域の株式

市場上場企業を含む）の常勤者

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者
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工本邦，ウクライナ国又は第三国・地

域の株式上場企業が出資している合併

企業，子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上，又は過去3

年間に10回以上の日本への商用目的

での渡航歴がある有職者

キその他，公館長において信用度が高

いと判断する企業の常勤者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁護士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3)

■■■■
(4)上記(1), (2), (3)に該当する者の配

偶者及び／又は子

次の者に対して,有効期間1年又は3年，

滞在期間15日又は30日の数次査証を発

給する。

ウクライナ国民であって, IC一般旅券

又はMRPの一般旅券を所持し，在留資格

「短期滞在」に該当する全ての活動を行う

目的を有する，次のいずれかに該当する者

(1)親族訪問目的の者

次のアーウのいずれかの要件を満たす

者

ア次のいずれかの要件を満たす者

（ア)過去3年間に我が国への「短期滞

在」での渡航歴があり，渡航費用支

弁能力を有する者

（ｲ)■■■■■■■■の有職者
イその他公館長が数次査証の発給を適

当と認める者

2
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ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3)
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〃計

立の研究所及び国公立C

吻館，図書館の課長職似

蟻員，国家公務員，地フ
方偽維昌

奇の届

’ ’ ｜ ’
甜間1年又
詐李＝⑭八二

必制U‐

42 キリバス 次の者に対して，有効期間1年又は3年，

滞在期間30日の数次査証を発給する。

キリバス国民であって, IC一般旅券又は

MRPの一般旅券を所持し，在留資格「短期

滞在」に該当する全ての活動を行う目的を有

する，次のいずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での1

回以上の渡航歴があり，その間に我が国国

内法令に違反するなど，我が国における入

国・在留状況に問題の認められなかった者

であって，経費支弁能力を有する者

イ 「一定の経済力」 （■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■を有すること）を
有する者で，不法就労や不法残留等我が国

の国内法令に違反するおそれがないと認め

られる者

ウイの者の配偶者及び／又は子

平30.8. 1

43 サモア 次の者に対して，有効期間1年又は3年，

滞在期間30日の数次査証を発給する。

サモア国民であって, IC一般旅券又はM

RPの一般旅券を所持し，在留資格「短期滞

在」に該当する全ての活動を行う目的を有す

る，次のいずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での1

回以上の渡航歴があり，その間に我が国国

内法令に違反するなど，我が国における入

国・在留状況に問題の認められなかった者

であって，経蜜支弁能力を有する者

イ 「一定の経済力」 （■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■を有すること）を
有する者で，不法就労や不法残留等我が国

の国内法令に違反するおそれがないと認め

られる者

ウイの者の配偶者及び／又は子

平30.8. 1
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MRPの一般旅券を所持し，在留資格「短期

滞在」に該当する全ての活動を行う目的を有

する，次のいずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での1

回以上の渡航歴があり，その間に我が国国

内法令に違反するなど，我が国における入

国・在留状況に問題の認められなかった者

であって，経費支弁能力を有する者

イ 「一定の経済力」 （■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■を有すること）を
有する者で，不法就労や不法残留等我が国

の国内法令に違反するおそれがないと認め

られる者

ウイの者の配偶者及び／又は子

45 次の者に対して，有効期間1年又は3年，

滞在期間30日の数次査証を発給する。

ツバル国民であって, IC一般旅券又はM

RPの一般旅券を所持し，在留資格「短期滞

在」に該当する全ての活動を行う目的を有す

る，次のいずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での1

回以上の渡航歴があり，その間に我が国国

内法令に違反するなど，我が国における入

国・在留状況に問題の認められなかった者

であって，経喪支弁能力を有する者

イ 「一定の経済力」 （■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■を有すること）を
有する者で，不法就労や不法残留等我が国

の国内法令に違反するおそれがないと認め

られる者

ウイの者の配偶者及び／又は子

ツパル 平30.8. 1

46 1 トンガ 次の者に対して，有効期間1年又は3年， 平30.8. l

滞在期間30日の数次査証を発給する。

トンガ国民であって, IC一般旅券又はM

RPの一般旅券を所持し，在留資格「短期滞

在」に該当する全ての活動を行う目的を有す

る，次のいずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での1

回以上の渡航歴があり，その間に我が国国

内法令に違反するなど，我が国における入

国・在留状況に問題の認められなかった者

であって，経費支弁能力を有する者

イ 「一定の経済力」 （■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■を有すること）を
有する者で，不法就労や不法残留等我が国

の国内法令に違反するおそれがないと認め

られる者
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ウイの者の配偶者及び／又は子

次の者に対して，有効期間1年又は3年，

滞在期間30日の数次査証を発給する。

ナウル国民であって, IC一般旅券又はM

RPの一般旅券を所持し，在留資格「短期滞

在」に該当する全ての活動を行う目的を有す

る，次のいずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での1

回以上の渡航歴があり，その間に我が国国

内法令に違反するなど，我が国における入

国・在留状況に問題の認められなかった者

であって，経費支弁能力を有する者

イ 「一定の経済力」、 一
｜ ｜を有すること）を
有する者で，不法就労や不法残留等我が国

の国内法令に違反するおそれがないと認め

られる者

ウイの者の配偶者及び／又は子

平30.8. 1ナウル47

次の者に対して，有効期間1年又は3年，

滞在期間30日の数次査証を発給する。

バヌアツ国民であって, IC一般旅券又は

MRPの一般旅券を所持し，在留資格「短期

滞在」に該当する全ての活動を行う目的を有

する，次のいずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での1

回以上の渡航歴があり，その間に我が国国

内法令に違反するなど，我が国における入

国・在留状況に問題の認められなかった者

であって，経費支弁能力を有する者

イ 「一定の経済力」 Q ,
－二 固有すること）を

有する者で，不法就労や不法残留等我が国

の国内法令に違反するおそれがないと認め

られる者

ウイの者の配偶者及び／又は子

平30. 8. 148 バヌアツ

次の者に対して，有効期間1年又は3年， 平30.8. 1

滞在期間30日の数次査証を発給する。

パラオ国民であって, IC一般旅券又はM

RPの一般旅券を所持し，在留資格「短期滞

在｣に該当する全ての活動を行う目的を有す｜る，次のいずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での1 1
回以上の渡航歴があり，その間に我が国国

内法令に違反するなど，我が国における入

国･在留状況に問題の認められなかった者｜
であって，経費支弁能力を有する者

49 1 パラオ
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イ 「一定の経済力」 （■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ｜を有すること）を
有する者で，不法就労や不法残留等我が国

の国内法令に違反するおそれがないと認め

られる者

ウイの者の配偶者及び／又は子

50 フィジー 次の者に対して，有効期間1年又は3年，

滞在期間30日の数次査証を発給する。

フイジー国民であって, IC一般旅券又は

MRPの一般旅券を所持し，在留資格「短期

滞在」に該当する全ての活動を行う目的を有

する，次のいずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での1

回以上の渡航歴があり，その間に我が国国

内法令に違反するなど，我が国における入

国・在留状況に問題の認められなかった者

であって，経費支弁能力を有する者

イ 「一定の経済力」 （■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■を有すること）を
有する者で，不法就労や不法残留等我が国

の国内法令に違反するおそれがないと認め

られる者

ウイの者の配偶者及び／又は子

平30.8. 1

51 次の者に対して，有効期間1年又は3年，

滞在期間30日の数次査証を発給する。

マーシャル国民であって, IC一般旅券又

はMRPの一般旅券を所持し，在留資格「短

期滞在」に該当する全ての活動を行う目的を

有する，次のいずれかに該当する者

ア過去3年間に我が国への短期滞在での1

回以上の渡航歴があり，その間に我が国国

内法令に違反するなど，我が国における入

国・在留状況に問題の認められなかった者

であって，経費支弁能力を有する者

イ 「一定の経済力」 （■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■を有すること）を
有する者で，不法就労や不法残留等我が国

の国内法令に違反するおそれがないと認め

られる者

ウイの者の配偶者及び／又は子

マーシヤ 平30.8. 1

ル

52 ミクロネ次の者に対して，有効期間1年又は3年， 平30.8. l

シア 滞在期間30日の数次査証を発給する。

ミクロネシア国民であって, IC一般旅券

又はMRPの一般旅券を所持し,在留資格｢短

期滞在」に該当する全ての活動を行う目的を

有する，次のいずれかに該当する者
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ア過去3年間に我が国への短期滞在での1

回以上の渡航歴があり，その間に我が国国

内法令に違反するなど，我が国における入

国・在留状況に問題の認められなかった者

であって，経費支弁能力を有する者

イ 「一定の経済力」 （■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■を有すること）を
有する者で，不法就労や不法残留等我が国

の国内法令に違反するおそれがないと認め

られる者

ウイの者の配偶者及び／又は子
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一・

ユア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3)

■■■■
(4)上記(1) ， (2)， (3)に該当する者の配

偶者及び／又は子
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者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3)■
’

｜
(4)上記(1) ， (2) ， (3)に該当する者の配

偶者及びｿ又は子

｜ エクアド 次の者に対して，有効期間1年， 3年又は平30. 10.2

55 ,ル 5年.滞在期間15日, 30日又は90日の’数次査証を発給する。

エクアドル国民であって，一般旅券を所持

し，在留資格「短期滞在」に該当する全ての

活動を行う目的を有する，次のいずれかに該

当する者

(1)商用目的の者

ア国公営企業の常勤者

イ株式上場企業（第三国・地域の株式

市場上場企業を含む）の常勤者

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

工本邦，エクアドル国又は第三国・地

域の株式上場企業が出資している合併

企業子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上，又は過去3

年間に10回以上の日本への商用目的

での渡航歴がある有職者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，波劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ弁護士，公認会計士，弁理士， 司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術
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館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3)

■■■■
(4)上記(1), (2), (3)に該当する者の配

偶者及び／又は子
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館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3)

■■■■
(4)上記(1)， (2)， (3)に該当する者の配

偶者及び／又は子

57 中国（マカ1次に該当する者に対して，原則として， 平成31. 1. 1

オ） 有効期間「3年｣(下記(4)に該当する者は，

原則として， 「1年｣)， 90日（申請内容

に応じて滞在期間30日又は15日の数次

査証を発給する｡）

国籍棚に「CHINESE」と記載のあるMRPの

マカオ特別行政区発行のTRAVELPEMIT(以

下「マカオ旅行証」という｡）又はICマカ

オ旅行証を所持し，在留資格「短期滞在」

に該当する全ての活動を行う目的を有す

る，次のいずれかに該当する者。ただし，

1回目の訪日については,親族・知人訪問，

観光を主たる渡航目的とするものではない

こと（下記（4）の者を除く）

(1)商用目的の者(IT技術者（注))を含

む｡）

ア国公営企業の常勤者

イ株式上場企業（第三国・地域の株式

市場上場企業を含む）の常勤者

ウ大使館・領事館がある都市に所在す

る日系企業商工会（各都市の日本商工

クラブ等を含む）の会員企業であり，

かつ，本邦に経営基盤又は連絡先を有

する日系企業（駐在員事務所を含む）

の常勤者

工株式上場企業（日本及び第三国・地

域を含む）が出資している合併企業，

子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上の日本への商

用目的での渡航歴がある有識者

キ過去3年間に10回以上の日本への

商用目的での渡航歴がある有職者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者
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イ弁護士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

ウ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

工大学の講師以上の職にある者（常勤

者に限る）

オ国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3)

■■■■
(4)上記(1), (2), (3)に該当する者の配

偶者及び／又は子

(注)IT技術者とは，電子計算機を利用して情

報の処理を効率化する技術を有する者で，

電子計算機やインターネットを支える機器

類やソフトウェアの技術,システムの開発，

保守，運用などの情報処理の専門家等のこ

と

2次に該当する者に対して，有効期間1年

又は3年，滞在期間90日の数次査証を発

給する。

国籍柵に「CHINESE」と記載のあるマカ

オ旅行証又はICマカオ旅行証を所持し，在

留資格「短期滞在」に該当するすべての活

動を行う目的を有する，

ア過去3年間に我が国への短期滞在での

渡航歴があり，その問我が国国内法令に

違反するなど，我が国における入国・在

留状況に問題の認められなかった者であ

って，渡航経費支弁能力を有する者

イ 「十分な経済力」 （■■■■■■■■
を有する

伊
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ア国公営企業の常勤者

イ株式上場企業（第三国・地域の株式

市場上場企業を含む）の常勤者

ウ管内各都市に所在する日系企業商工

会(各都市の日本商工クラブ等を含む）

の会員企業であり，かつ，本邦に経営

基盤又は連絡先を有する日系企業（駐

在員事務所を含む）の常勤者

工株式上場企業（日本及び第三国・地

域を含む）が出資している合併企業，

子会社，支店等の常勤者

オ本邦の株式上場企業と恒常的な取引

実績がある企業の常勤者

力過去1年間に3回以上又は過去3年

間に10回以上の日本への商用目的で

の渡航歴がある有職者

(2)文化人・知識人等

ア相当程度の業績が認められる,美術，

文芸，音楽，演劇，舞踏等の芸術家又

は人文科学（文学，法律，経済学等)，

自然科学（理学，工学，医学等）の研

究者

イ相当程度の業績が認められるアマチ

ュア・スポーツ選手

ウ大学の識師以上の職にある者（常勤

者に限る）

工国公立の研究所及び国公立の美術

館，博物館，図書館の課長職以上の者

オ弁護士，公認会計士，弁理士，司法

書士，公証人，医師の国家資格・国際

資格保有者であって，現に当該職業に

従事する有職者

力国会議員，国家公務員，地方議会議

員，地方公務員

(3)

■■■■
(4)上記(1), (2), (3)に該当する者の配

偶者及び／又は子

2次の者に対して,有効期間1年又は3年，

滞在期間90日の数次査証を発給する。

コロンビア国民であって, ICAO標準の

MRP又はIC一般旅券を所持し，在コロン

ビア大使館において，在留資格「短期滞在」

に該当する全ての活動を行う目的を有して数

次短期滞在査証の発給を希望し，次のいずれ

かに該当する者

(1)過去3年間に我が国への短期滞在での

1回以上の渡航歴があり，その間に我が
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国国内法令に違反するなど，我が国にお

ける入国・在留状況に問題の認められな

かった者であって，経費支弁能力を有す

る者

(2) 「十分な経済力」 （■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■を有すること）
を有する者で，不法就労や不法残留等我

が国の国内法令に違反するおそれがない

と認められる者

(3) (2)の者の配偶者及び／又は子


